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株式会社羽根田商会 

有給休暇の取得促進についての行動計画 

 

 

 

１．計画期間  2019年 4月 1日 ～ 2022年 3月 31日 

 

 

２．内容 

 

 

 

 

 

 

３．目標    計画期間中、100％取得達成 

 

 

 

４．対象者     

・年 10日以上の有給休暇を付与されている従業員 

 

 

目標 ： 有給休暇付与日より 1年間で、 

一人当たり６日以上/年 有給休暇を取得する     

 


